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新体制下初の総選挙で
野党の国民民主連盟圧勝
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概　　況
　テインセイン政権が 5 年任期の最後の年を迎えた。任期中に大きな成果を上げ
たものの，未解決の課題も山積している。これらの課題に取り組むべき次期政権
を決める総選挙が11月に実施され，長年にわたって反体制民主化運動を主導して
きたアウンサンスーチー（以下，スーチー）議長率いる野党の国民民主連盟（NLD）
が選挙議席数の 4 分の 3 以上を獲得して圧勝を収めた。
　国内政治では， 6 月に連邦議会で憲法改正の審議がなされたものの，国軍の反
対にあって重要条項の改正には至らなかった。総選挙前の政治過程では，与党の
連邦団結発展党（USDP）で内紛が生じ，行政府や国軍内での大規模な人事異動を
もたらした。総選挙はおおむね公正かつ自由に実施され，NLD は選挙後に現体制
側との対話を開始して平和裏の政権交替を国内外に印象づけた。他方，テインセ
イン政権が取り組んできた少数民族武装組織との停戦交渉は，10月に一部組織と
の停戦協定署名という一定の成果を見た。実質的な全国停戦は先送りとなったが，
停戦協定に基づく政治対話の準備が始められた。急進的仏教保護運動は依然とし
て強勢であり，ロヒンギャを中心とする暫定身分証保持者の参政権が認められな
くなるとともに，信仰の自由を制限するおそれのある「民族保護法」が成立した。
　経済は 8 ％台の成長を続け，外国からの直接投資も高い水準を保っている。 9
月には，日本が官民を挙げて整備を支援してきたティラワ経済特区が，ミャン
マー初の経済特区として開業した。他方で，貿易赤字が拡大し，インフレや
チャット安が進行した。前年に免許を交付された 9 つの外国銀行が順次営業を開
始し，12月にミャンマーで初の証券取引所が開業するなど，金融市場の拡大と整
備が進んだ。また， 9 月より日額の最低賃金3600チャットの適用が開始された。
　対外関係として，中国とは，中国国境付近での国内紛争が中国を刺激したもの
の，両国経済関係は深化している。年末にはチャウッピュー経済特区の開発事業
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が中国の政府系企業に落札された。また， 6 月にはスーチー氏の中国訪問が実現
し，習近平国家主席との会談など破格の待遇を受けた。東南アジア域内では，
ミャンマーに関係する移民・難民問題が顕在化した。アメリカは，総選挙の結果
を歓迎し，経済の活性化と次期政権の支援のために12月に制裁緩和を行った。

国 内 政 治

微修正に終わった憲法改正
　数年来の憲法改正論議の盛り上がりを受けて 2 月に国民投票法が成立したもの
の，年内に国民投票は実施されなかった。憲法第436条（a）項では，重要条項の改
正には連邦議会全議員の75％を超える賛成と国民投票での有権者数の過半数の賛
成が必要であると規定されている（その他の条項の改正では連邦議会の75％超の
賛成のみで改正可能［同（b）項］）。これは別の憲法規定によって全議席の 4 分の
1 が確保されている国軍に拒否権を与えるものである。 6 月下旬に連邦議会で与
党提出の憲法改正法案が審議されたが，重要条項に関して提起された後述の 6 つ
の改正点のうち， 5 点で軍人議員の賛同を得られず，比較的瑣末な 1 点の改正し
か承認されなかった。このため， 7 月22日の連邦議会で国民投票が総選挙後へと
先送りにされたのである。改正に国民投票を必要としない条項については，別途
法案が作成され， 7 月下旬に憲法改正法が成立した。
　重要条項について提起された改正案 6 点は，（1）正副大統領資格に関する第59
条（d）項「国家の事項である政治，行政，経済，軍事等に関する見識を有してお
らねばならない」の「軍事」の「国防」への変更，（2）同じく第59条（f）項「本人，
両親，配偶者，嫡出の子どもとその配偶者のいずれかが外国政府から恩恵を受け
ている者，もしくは外国政府の影響下にある者，もしくは外国国民であってはな
らない。その者たちは，外国政府の影響下にある者もしくは外国国民が享受しう
る権利や恩恵を享受することを認められた者であってはならない」の対象からの
子どもの配偶者の削除，（3）第60条（c）項で議員に限定されていなかった正副大統
領候補者資格の連邦議会議員への限定，（4）議会の承認を得て任命された正副大
統領以外のすべての役職者は「憲法にいかなる規定があろうと」国家非常事態宣
言に伴って職務が停止されたものとみなされる，という内容の第418条（b）項にお
ける「憲法にいかなる規定があろうと」の文言の「憲法の例外として」への変更，

（5）・（6）上述の憲法改正手続きに係る第436条（a）項と（b）項のそれぞれについて
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連邦議会での必要賛成数を75％超から70％超に引き下げること，である。連邦議
会ではこのうちの（1）のみが承認された。
　NLD はかねてよりスーチー氏の大統領就任を妨げる第59条（f）項の改正を要求
してきた。同氏の配偶者（故人）および子どもが外国籍であるためであるが，与党
主導で作られたこの改正案（2）では，たとえ可決されたとしても同氏に大統領と
なる資格は認められなかった。また，国軍の拒否権を崩すこととなるために重要
な争点となっていた改正手続きの修正（5）と（6）も否決された。こうして数年来の
改憲要求を無効化された NLD は，まずは総選挙での勝利に注力することとなった。

候補者選定をめぐり与党 USDP 内部抗争
　選挙前の政治過程で， 2 大政党の NLD と USDP では候補者選定が党内で問題
化したが，とりわけ USDP では大きな内紛が生じた。選挙管理委員会（以下，選
管）は， 7 月以来の西部での大雨災害の深刻化を受けて，当初 8 月 8 日としてい
た各政党からの候補者リストの提出期限を 8 月14日までに延長した。この期限直
前の 8 月12日深夜にネーピードーの USDP 党本部を警察が取り囲み，その後，
連邦議会議長を務めるシュエマン党首代行が党役職から解任されたのである。
　この背景には党首であるテインセイン大統領との間での主導権争いがあったと
みられる。憲法規定で大統領は任期中政党活動に携われないため，副党首であっ
たシュエマン氏が党首職を兼務していた。 8 月12日までの数日間で以下の事態が
進展した。（1）政権中枢を担うアウンミン，ソーテイン両大統領府相の出馬に関
して，党中央執行委員会が両氏の希望する当選の可能性の高い選挙区を割り当て
なかったため，両氏は独立候補としての出馬を表明した。（2）党中央執行委員会は，
国軍が候補者として推薦する140人の軍人から60人弱のみを選定した。フラテー
ウィン統合参謀総長やテッスェ海軍司令官など高官を含むこれらの候補者は軍籍
を離れて入党し，結果，軍内で大規模な人事異動が起きた。（3）テインセイン大
統領の不出馬の意向が公表された。（4）大統領が内閣改造を行い，現役軍人であ
る国防省と国境省の正副大臣 4 人が軍務復帰，その他 4 大臣 4 副大臣が辞職した。
　解任劇の翌13日，USDP の新中央執行委員会が公表された。テインセイン大統
領が引き続き党首であることが示され，シュエマン氏とその側近は解任，代わっ
てテーウー副党首が党首職を兼務することとなり，（1）の両大統領府相や（2）・

（4）の元軍人・元閣僚が委員に名を連ねた。シュエマン氏は党籍を維持し，連邦
議会議長にも就き続けることとなったが，党内での主導権を失った。同氏が
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NLD への接近姿勢を示していたことが，国軍やテインセイン大統領の反発を招
き，粛清の原因となったとみる向きもある。

総選挙実施と NLD 圧勝
　11月 8 日に体制移行後最初（現行憲法下で 2 度目）の総選挙が実施され，野党
NLD が圧勝を収めた。国政選挙では連邦議会の民族代表院と人民代表院の両院，
地方選挙では 7 管区域 7 州の地方議会のそれぞれについて，全議席数の 4 分の 3
を占める民選議員議席が改選された。
　選挙制度は，前年に民族代表院において現行の小選挙区制から比例代表制への
変更が決議されたものの，その後の議論が混迷して法案作成が遅れたため，結局，
2015年選挙では両院とも従来どおりの小選挙区制が採用された。
　投票日 2 カ月前から選挙戦が開始された。10月には内戦の影響で「自由で公正
な選挙を行える状況にない」シャン州の 7 郡とその他全国約450カ村での選挙中
止を選管が発表し，シャン州 7 郡の選挙区の議席は空席のままおかれることと
なった。最終的に，今回の選挙には91政党が参加し，民族代表院168議席，人民
代表院323議席，地方議会659議席がそれぞれ886人，1734人，3419人の候補者に
よって争われた。選挙実施過程では，有権者名簿の不備などの問題はあったが，
国内外から選挙監視団を受け入れ，おおむね自由で公正な選挙が実施された。
　結果は先述のとおり NLD の圧勝であった。NLD は国政選挙で約 8 割，地方選
挙で 4 分の 3 強の議席を獲得し，軍人議員議席や空席を含めても全議席の過半数
を占めることになる（表 1 参照）。最大の勝因はスーチー氏の圧倒的な人気であろ
う。また，2012年の補欠選挙以降，NLD は急速に党組織を拡充・強化していた。
　与党 USDP はテインセイン政権下での 5 年間の改革の成果を訴えつつ，一部
で有権者への利益供与も行って集票を図ったが，党組織が弱く，軍事政権の悪い
イメージを引き継いでいたことが敗因となった。
　また，得票数の多い政党が議席数において過大に代表されるという小選挙区制
の特性も NLD の地滑り的な勝利の原因となった。NLD と USDP の得票率と選挙
議席中の獲得議席の割合を比較すると，NLD の獲得議席割合が得票率よりも高
くなっていることがわかる（表 2 ）。
　第三極を形成する可能性も指摘されていた少数民族諸政党は，実際はそれほど
振るわなかった。とはいえ，一部の州で地元少数民族政党が一定数の議席を確保
した。部分的に選挙が中止されたシャン州では，シャン民族民主連盟（SNLD）が
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連邦議会に15議席（州内選挙議席の25％），州議会に24議席（同23％）を獲得して
USDP や NLD と拮抗した。他方でヤカイン州では，ヤカイン民族党（ANP）が連
邦議会に22議席（同76％），州議会に22議席（同63％）を獲得して大勝した。
　総選挙後，次期 NLD 政権で重要な役割を担うこととなるスーチー氏は，シュ
エマン連邦議会議長（11月19日），テインセイン大統領，ミンアウンフライン国軍
最高司令官（ともに12月 2 日），前軍事政権のトップであったタンシュエ元上級大
将（12月 4 日）と立て続けに会談し，平和裏の政権交替を国内外に印象づけた。

表 1 　2015年総選挙の政党別獲得議席数

政党名 連邦議会 地方議会
民族代表院 人民代表院 議席数 割合（％） 議席数 割合（％）

国民民主連盟（NLD） 135 255 390 79.4 496 75.3 
連邦団結発展党（USDP） 11 30 41 8.4 76 11.5 
ヤカイン民族党（ANP） 10 12 22 4.5 23 3.5 
シャン民族民主連盟（SNLD） 3 12 15 3.1 25 3.8 
タアン（パラウン）民族党 2 3 5 1.0 7 1.1 
パオ民族機構 1 3 4 0.8 6 0.9 
ゾミ民主連盟 2 2 4 0.8 2 0.3 
リス民族発展党 0 2 2 0.4 3 0.5 
カチン州民主党 0 1 1 0.2 3 0.5 
ワ民主党 0 1 1 0.2 2 0.3 
モン民族党 1 0 1 0.2 2 0.3 
コーカン民主統一党 0 1 1 0.2 1 0.2 
国民統一党 1 0 1 0.2 0 -
ラフ民族発展党 0 0 0 - 2 0.3 
タイレン（シャンニー）民族発展党 0 0 0 - 2 0.3 
全モン地域民主党 0 0 0 - 1 0.2 
アカ民族発展党 0 0 0 - 1 0.2 
民主党（ミャンマー） 0 0 0 - 1 0.2 
カレン人民党 0 0 0 - 1 0.2 
シャン民族民主党 0 0 0 - 1 0.2 
統一民主党（カチン州） 0 0 0 - 1 0.2 
ワ民族統一党 0 0 0 - 1 0.2 
無所属 2 1 3 0.6 2 0.3 
合計 168 323 491 100.0 659 100.0 

（出所）　選挙管理委員会ウェブサイトより，筆者作成。

表 2 　 NLD と USDP の得票率および獲得議席割合 （％）

政党名 民族代表院 人民代表院
得票率 獲得議席割合 得票率 獲得議席割合

NLD 57.68 80.36 57.20 78.95 
USDP 28.37 6.55 28.33 9.29 

（出所）　選挙管理委員会ウェブサイトより，筆者作成。
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一部武装組織との署名に至った全国停戦協定
　2013年末から続いてきた政府と16の少数民族武装組織の代表からなる全国停戦
調整代表団（NCCT）との停戦交渉が，10月15日に全国停戦協定の署名という形で
一定の成果を見た。ただし，協定に署名したのは一部の武装組織だけであり，実
態は「全国」規模とは言い難いものであった。
　 3 月31日には全国停戦協定草案で双方が合意に至ったものの，その後，交渉は
行き詰まりを見せる。最大の要因は， 2 月にシャン州北東部の中国国境付近コー
カン自治区で発生し，長期化したコーカン人武装組織「ミャンマー民族民主同盟
軍」（MNDAA）と国軍との戦闘であった。国軍が2009年に MNDAA へ攻勢をか
けた際に国軍との協力路線を採る内部勢力に追われて国外逃亡していた彭家声司
令官が，再び MNDAA の名の下に勢力を結集し， 2 月 9 日に同自治区中心都市
ラオカイを攻撃して国軍から一時的に奪還したのである。政府は徹底鎮圧の姿勢
をとり，17日には同自治区に緊急事態宣言と軍政施行令を発出した。国軍優勢の
なかで 9 月までに戦闘が収束に向かったものの，期限 3 カ月間の緊急事態宣言と
軍政施行令は 2 度延長されて11月まで継続した。全国停戦協定をめぐる交渉では，
政府側が MNDAA とこれに協力するタアン民族解放軍およびアラカン軍の 3 組
織を停戦協定に含めないという強硬な態度をとる一方，NCCT 側はこれらも含め
た包括的な停戦協定を求め，双方の主張が平行線をたどった。
　少数民族武装組織側は， 5 月初旬に最大の武装組織であるワ州連合軍（UWSA，
NCCT 不参加）の拠点パンカン（パンサン）で， 6 月初旬にはカレン民族同盟

（KNU）支配地域のカイン州ローキーラーで，諸組織首脳を集めての会議を開催
した。とくに後者では，一度合意に至ったはずの協定草案について，13点の修正
を政府に対して要請することが決められ，政府との交渉窓口として NCCT より
もハイレベルの高級調整代表団（SD）が組織された。これを受けて政府は， 7 月
下旬と 8 月初旬に SD との公式協議を開催した。この協議で，協定署名の際に政
府側最高レベルの大統領や国軍最高司令官が自ら署名を行うことや，国内外から
広く立会人を招聘することなどについて，政府側が SD の要望をある程度聞き入
れたものの，包括的な停戦協定とするかどうかでは決着がつかなかった。
　結局，政府側が総選挙前の署名実現を強く求めたため，少数民族組織側がコー
カン紛争の当事者 3 組織を含めない協定を受け入れるかどうかで分裂することと
なった。 9 月 9 日の少数民族武装組織の首脳級代表団と大統領との会談を経て，
最終的に以下の 8 組織が協定へ署名する意向を固めた。KNU，民主カレン慈善軍，
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カレン民族同盟／カレン民族解放軍和平評議会（KNU とは別組織），シャン州復
興評議会，チン民族戦線，アラカン解放党，パオ民族解放機構，全ビルマ学生民
主戦線である。政府はこれら 8 組織を合法化し，10月15日に双方が全国停戦協定
に署名するに至った。
　全国停戦協定に従って，署名直後に停戦協定実現調整会議（JICM）が開催され，
そこで停戦監視のための共同監視委員会（JMC）と政治対話を準備するための連邦
平和対話共同委員会（UPDJC）の設立が決められた。JMC は行政の各レベルに応
じて組織され，連邦レベル委員会は政府と少数民族側の 8 署名組織から10人ずつ，
および両者の選ぶ文民 6 人の合計26人から構成される。UPDJC は，政府， 8 署
名組織，政党から16人ずつの48人で構成される。これら 2 つの共同委員会は11月
半ばまでにメンバーが確定された。後者が担当する政治対話に関しては，協定署
名から60日以内に政治対話枠組みを設定し，90日以内に政治対話を開始すると定
める停戦協定に従い，12月16日までに政治対話枠組みが定められ，2016年 1 月半
ばに政治対話が開始されることとなった。
　しかしながら，実質的な全国停戦までの道のりは依然として険しい。 8 署名組
織の推定兵力は合計で 1 万人強と言われており，単独で少なくとも 2 万人規模の
兵力を有するとみられる UWSA に及ばない。総選挙直前の11月初頭，UWSA は
再びパンカンで11の非署名組織首脳を集めた会議を開催した。この会議で非署名
諸組織は，翌年 3 月結成の新政権と協議する意向を示すとともに，協議に中国政
府や中国人民解放軍を関与させる必要性を指摘した（少数民族問題をめぐる中国
との関係については対外関係の項目も参照のこと）。
　このパンカン会議の背景には，10月初旬からシャン州北部で国軍がシャン州進
歩党／シャン州軍（SSPP/SSA）への攻勢を強めていたことがある。SSPP/SSA は政
府から全国停戦に招かれていたものの署名しなかった。署名組織の多くは東部の
タイ国境地域に拠るのに対し，北東部の中国国境地域を拠点とする組織の多くが
コーカン紛争当事者 3 組織を除いての停戦協定に署名しなかったことは，ミャン
マー北東部で大規模な武力衝突が発生し続けていることと無関係ではないだろう。
　また，署名組織の方も一枚岩ではない。署名組織中の最大勢力 KNU では，内
部で停戦協定をめぐる意見対立があると指摘されている。現段階での停戦協定署
名に反対の立場である最高幹部のジポラ・セイン氏とデヴィッド・ターカボー氏
は10月15日の署名式に欠席した。さらに両者は11月のパンカン会議にカレン民族
防衛機構（KNDO）の代表として出席した。KNDO は KNU 軍事部門の一翼をなす
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が，パンカン会議には非署名組織のひとつとして参加したとみられる。

暫定身分証保持者参政権問題と「民族保護法」成立
　ヤカイン州での仏教徒ヤカイン人とイスラーム教徒ロヒンギャの対立および全
国での急進的仏教保護運動の高揚が，暫定身分証保持者の参政権を問う事態に進
展した。正式の国籍を持たない暫定身分証（ホワイトカードとも呼ばれる）保持者
は70万人以上おり，その大部分がロヒンギャであるとされている。 2 月初旬，暫
定身分証保持者に投票権を認める国民投票法案が議会で審議され可決される過程
で，急進的仏教保護運動を推進する民族宗教保護協会（ビルマ語通称マバタ）やヤ
カイン人から強い反発の声が上がった。政府は方針転換を余儀なくされ，法案通
過翌日の 2 月11日，暫定身分証の有効期間を2015年 3 月31日までにする旨を発表
して同法の当該規定を骨抜きにした。さらに， 5 月に暫定身分証保持者への参政
権付与は違憲との憲法裁判所の判断がなされたことで， 6 月には国民投票法のみ
ならず各種選挙法も改正された。こうして2010年総選挙では認められた多くのロ
ヒンギャの選挙権が，2015年総選挙では認められなくなった。今次選挙でヤカイ
ン民族党はとくにロヒンギャ人口の多いヤカイン州北部で大勝したが，その背景
にはこうした事情もあった。
　また，民族宗教保護協会が後押しする「民族保護法」 4 法案が相次いで議会を
通過した。異宗教間結婚や仏教徒女性の改宗防止が目的とされる人口抑制健康管
理法，改宗法，ミャンマー仏教徒女性特別婚姻法，一夫一婦制法の 4 つで，国際
社会からは信仰の自由や女性の権利を抑圧するおそれがあるとして非難された。

経 済

堅調な経済成長
　 9 月のアジア開発銀行（ADB）の予測では，2015年度の実質 GDP 成長率は8.3％
であった。 7 月と 8 月に大雨による洪水と地滑りが広範囲で発生し，被災者160
万人ともいわれる深刻な被害をもたらしたものの，2012年度の7.3％，2013年度
の8.4％，2014年度の8.7％（いずれも ADB 算出値）に続き，経済成長は堅調である。
テインセイン政権下での投資・貿易に関する規制緩和，欧米の制裁大幅解除によ
る外資参入，国内需要の高まりが相まって経済を活性化させている。
　投資企業管理局（DICA）によると，2015年の暦年の対内直接投資は認可ベース
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で174件（前年比19.8％減），63億1172万ドル（同26.3％減）であった。おそらくは選
挙時の政情不安定化が危惧されたために海外からの投資件数・金額ともに前年よ
り少なくなっているものの，依然として高水準を保っている。本稿執筆時の報道
によれば，2015年 4 月から2016年 3 月までの会計年度で見ても，ミャンマー投資
委員会は年度目標額60億ドルを達成すると見込んでいるという（Myanmar Times 

2016年 1 月25日）。
　暦年の国別投資額では，前年同様，シンガポールが最大であり，40件，34億
8131万ドルで全体の55％を占めた。これはシンガポールがミャンマーとの間で有
利な租税協定を結んでいること，東南アジア地域のハブ機能を有していることに
より，シンガポールを経由した他国からの投資が増えているためである。分野別
では，石油・ガスが42％，輸送・通信が27％，製造業が17％であった。
　 9 月23日，ミャンマー初の経済特区として日本が官民を挙げて整備を支援して
きたティラワ経済特区が開業した。開業式には日本から麻生財務相が出席した。
　なお，12月には，外国投資法と内国投資法が再び改正された。両法を統合して
新たな投資法を制定しようとする動きもあるが，その成立は2016年になる見込み
である。今次の改正で，ミャンマー投資委員会の投資認可権限が管区域と州の地
方政府に一部委譲されることとなる。これにより，今後，地方ごとに特色のある
きめ細かい開発事業の展開が可能になると期待される。

貿易赤字の拡大とチャット安
　好況の一方で，貿易赤字が拡大している。前軍事政権は政策的に輸出を優先し
て輸入を抑制してきたが，テインセイン政権が規制緩和を進めた結果，旺盛な国
内需要が輸入を急増させた。タイや中国向けの天然ガス輸出を中心に輸出も伸び
てはいるが，輸入増の方が上回っている。中央統計局（CSO）の統計によると，貿
易収支は2012年度に11年ぶりの赤字となり，赤字幅は2012年度の9190万ドルから，
2013年度の25億5550万ドル，2014年度の41億950万ドルへと急速に膨れ上がった。
2015年度も既発表の最初の 4 カ月間だけで19億7940億ドルの輸入超過となってお
り，赤字が前年度を上回りそうである。
　そうしたなかで2015年にはさらなる輸入増加につながる規制緩和が行われた。
3 月には，外資による新車の輸入販売が条件付きで許可された。近年，日本車を
中心とする中古車の輸入が盛んであるが，同時に新車への買い替え需要の伸びが
見込まれている。従来は外国企業による貿易が一切認められていなかったため，
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現地企業に貿易取引を委託する必要があったが，現地企業との合弁企業を設立す
ることなどの条件を満たせば，外国企業が直接，新車の輸入販売に関われるよう
になった。 7 月には，輸入ライセンスの取得が必要な4405品目が発表された。
ミャンマーでは基本的にすべての貿易取引に許可制が採られており，これまでに
輸出入ライセンスの取得が免除される品目リストが発表されるなど規制緩和が進
んできたが，今回は輸入についてライセンスの取得が「必要」なネガティブリス
ト形式での発表となったことが画期的であった。さらに11月には，肥料，種，殺
虫剤，医療機器の 4 品目について外資（合弁企業）による貿易取引が解禁された。
ミャンマー国内で不足しがちな品目であるため，輸入増加が見込まれる。
　また，国内ではインフレとチャット安が進行しており，貿易赤字の拡大がその
一因と考えられる。2014年 7 月と2015年 7 月の CSO 統計を比べると，インフレ
率は10.2％であり，対ドル為替レートは972チャットから1236チャットへと27.2％
下落した。

金融市場の拡充と整備
　前年に営業免許を交付された外国銀行 9 行が順次，ヤンゴンに支店を開設して，
国内銀行および外国企業向けの融資業務を開始した。こうした国内での信用拡大
も輸入増加に寄与する要因となる。ミャンマー中央銀行（中銀）は12月に，前年に
続き第 2 弾となる外国銀行営業免許の申請受け付けを開始した。今回は，前回の
9 行が拠点を置く 6 カ国（日本，オーストラリア，マレーシア，中国，シンガ
ポール，タイ）の銀行は申請が認められず，多様な国々からの銀行進出を促そう
とする意図が読み取れる。
　銀行セクターの規模の拡大に伴い，国内銀行の競争力強化と中銀による適切な
規制と監督のもとでの金融市場育成とがいっそう重要になる。2015年はこの分野
に関しても進展が見られた。第 1 に，日本の国際協力機構（JICA）の無償資金協
力によって進められてきた中銀の基幹業務 ICT システムの構築が12月に完了し
た（2016年 1 月 5 日運用開始）。中央銀行と市中銀行をネットワークで接続し，従
来は手作業・紙面で行われていた資金決済などの業務をオンラインで円滑に実行
することが可能になった。日本銀行のシステムをベースとして，大和総研と
NTT データが開発した。第 2 に，中銀が金融機関に対して国際水準に見合う効
果的な規制・監督を行えるようにすることを目的とした新しい金融機関法が，年
間を通じて連邦議会で議論された（2016年 1 月25日成立）。
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　12月 9 日，ミャンマー初の証券取引所となるヤンゴン証券取引所が開業した。
実際の取引は2016年から開始されるが，ミャンマー企業が投資家から直接資金を
調達する道が開けた。運営会社はミャンマーと日本の合弁であり，国営のミャン
マー経済銀行が51％，大和総研と日本取引所が合わせて49％を出資している。

最低賃金が日額3600チャットに
　2013年の最低賃金法の成立以来，具体的な最低賃金額の設定に向けた議論が続
けられてきたが，政府は2015年 8 月28日，最低賃金を時給450チャット，日額（ 8
時間労働）3600チャットとして 9 月 1 日から適用することを発表した。従業員15
人未満の零細企業を除いて，あらゆる業種の労働者が対象とされる。労働者寄り
の設定となったことで，縫製業などの一部の事業者から不満も出た一方，アメリ
カやカナダの業界団体からは支持が表明された。

対 外 関 係

対中国関係―国境情勢不安，経済関係の深化，スーチー氏初訪中
　 2 月にミャンマー中国国境付近で発生したコーカン紛争が対中国関係にも影を
落とした。この紛争で中国が MNDAA を支援して国境を不安定化するメリット
はあまりないと思われるが，ミャンマー国内では紛争勃発当初から中国の関与が
噂された。 3 月 1 日，中国外交部の孔鉉佑アジア局長がこの噂を否定した。 3 月
13日には，ミャンマー空軍機から発射された爆弾が中国領内に着弾し，中国人 5
人が死亡するという事件が起きた。中国はミャンマーを非難したが，ミャンマー
政府は国軍の責任を認めずに MNDAA の策略であるとほのめかした。しかし，
両国代表による調査の結果，ミャンマー空軍による誤爆であったことが明らかと
なり， 4 月初めにワナマウンルィン外相が大統領特使として北京に謝罪へ赴くこ
ととなった。 5 月中旬にまたもやミャンマー領内から発射された砲弾が中国領内
へ着弾して負傷者を出すと，中国は 6 月 2 日にミャンマー国境付近での実弾軍事
演習を敢行して牽制の構えを見せた。コーカン紛争の収束に伴って国境安全保障
の問題は緊急性が減退したものの，依然として，両国関係において重要な位置を
占めている。
　国境情勢の不安定化の一方で，経済関係は着実に深化した。2015年（暦年）の中
国からミャンマーへの投資額は 9 億2400万ドルであり，最盛期の2010年度の82億
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ドルという規模には遠く及ばないものの，前年の 3 倍以上となった。また，貿易
では，2014年来，中国がミャンマーの最大の貿易相手国となっている。貿易額の
増加は，2013年に開通した天然ガス・パイプラインを通じて，中国向けの天然ガ
ス輸出が大きく伸びたためである。2015年 1 月には，新たに石油パイプラインも
試運転が開始された。これらのパイプラインはヤカイン州ベンガル湾岸の港湾都
市チャウッピューから，北東に走り，中国雲南省へと通じており，中国にとって
はマラッカ海峡を経由せずにエネルギー資源を輸入するための戦略的に重要な
ルートとなっている。年末には，そのチャウッピューの深海港と経済特区の建設
事業が，中国の政府系コングロマリットである中国中信集団公司（CITIC）が主導
する 2 つの企業連合に落札されたとの発表がなされた。テインセイン大統領は 9
月の訪中の際，常振明 CITIC 董事長と会談していた。
　選挙に先立つ 6 月中旬，スーチーNLD 議長による初の中国公式訪問が実現し
た。長く没交渉であったスーチー氏・NLD と中国政府・中国共産党は，近年，
政権交代の可能性を視野に含めて関係構築を図ってきた。今回のスーチー氏訪中
はその成果であり，中国側は一野党党首に対して習近平国家主席との会談という
破格の待遇で迎えた。他方，スーチー氏は，民主化運動の象徴というイメージを
損なうリスクをおして，政治家としての現実的判断から訪中を実行したと考えら
れる。

移民・難民をめぐる諸問題
　ミャンマー以外の東南アジア域内に数百万人にも上るミャンマー出身の労働者
や難民がおり，そのなかには過酷な生活・労働環境に身を置かねばならなくなっ
ている人々も大勢含まれている。2015年にはミャンマーを取り巻く移民・難民問
題が多方面にわたって顕在化した年であった。
　 3 月25日，AP 通信社が長期の取材に基づいて，インドネシア東部海域のベン
ジナ島で奴隷的状況に置かれたミャンマー人漁業労働者の存在を告発する記事を
ウェブサイトに掲載した。彼らの多くが人身取引などの結果として同地へたどり
着き，監禁や暴力の下での労働を余儀なくされていた。彼らが獲った水産物はタ
イの水産加工工場を経由してアメリカなどの一般家庭の食卓へと届けられるが，
グローバル・サプライ・チェーンを通過する過程で強制労働による漁獲物とその
他の正当な手段による漁獲物とが混ざり合い区別が困難になるため，前者の不買
などの対策をとりづらくなっているという。国際移住機関（IOM）によると，同海
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域でのこうした労働者の数はタイ人やネパール人も含めて約4000人に上ると推計
された。問題の発覚後，インドネシア政府は一部の企業の漁業免許を停止して調
査を進める一方で，随時，保護した漁業労働者の母国への送還を進めた。
　 5 月初め，タイ南部ソンクラー県の山中で，タイ当局が遺棄された人身取引の
拠点跡を捜索していたところ，ロヒンギャとみられる30体以上の遺体が埋められ
ているのを発見した。同地には100人以上のミャンマーおよびバングラデシュか
らの人身取引被害者が収容されていたとみられる。これを皮切りにタイ側のみな
らず国境をはさんだマレーシア側でも同様の集団墓地が多数発見され，海路タイ
へ連れてきた被害者を陸路でマレーシアへと移送する人身取引のネットワークが
明るみに出た。同時に，タイでの取り締まり強化により，行き場を失った密航船
が数百人を乗せたままマレーシアやインドネシアへ流れ着くようになったが，両
国が受け入れに消極的で密航船を追い返すなどしたため，ベンガル湾上を漂流す
る7000人もの「ボートピープル」が発生するという事態に進展した。ロヒンギャ
に対する抑圧を非難されてきたミャンマー政府は，そもそもロヒンギャはミャン
マーに固有の民族でもミャンマー国民でもなくてバングラデシュからの「不法移
民」であるという従来どおりの見解を貫き，また，現下の事態についてはタイや
マレーシアで行われている人身取引が原因であるという立場をとった。関係各国
が責任の押し付け合いをするなか， 5 月29日，事態の打開を図るべくバンコクで
17カ国と国際機関，オブザーバー 2 カ国が参加する「インド洋非正規移民に関す
る特別会議」が開催された。会議の結果，マレーシアとインドネシアが 1 年以内
の本国送還を条件にボートピープルの受け入れを認めたことで，非常事態はとり
あえずの収束を見た。
　前年 9 月にタイのリゾート地タオ島でイギリス人観光客の男女が殺害された事
件で起訴されていたミャンマー人労働者 2 人に対し，12月24日，タイの裁判所が
死刑判決を下した。 2 人は拷問により自供を強要されたと無罪を主張してきた。
そのため，軍事クーデタ後のイメージ悪化を避けるために解決を急いだタイ当局
が社会的立場の低い移民労働者をスケープゴートに仕立てたのではないかとの疑
いが持たれ，欧米のメディアでもこの事件が注目されていた。ミャンマーでは判
決を受けて，タイ大使館前で連日にわたる抗議デモが起きた。

総選挙後にアメリカが制裁を一部緩和
　アメリカとの間では人権問題をめぐって，年の前半には一定の緊張が生まれた。
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5 月21日から翌日にかけて，アントニー・ブリンケン米国務副長官が来訪し，
ミャンマー要人と会談して，暫定身分証の失効措置，「民族保護法」 4 法案の審
議，ベンガル湾ボートピープルへの対応といったロヒンギャ関連の諸問題に関す
る懸念を示した。通常はアメリカからの要人訪問は次官補レベルでも政府系新聞
で報道されるが，このブリンケン米国務副長官の来訪は報道されなかった。
　しかし，総選挙での NLD 圧勝はアメリカに大いに歓迎されるところとなる。
11月11日，オバマ米大統領はテインセイン大統領とスーチー氏にそれぞれ電話を
かけて，成功裏に選挙が実施されたことについての祝辞を述べた。12月 7 日には，
アメリカ財務省がミャンマーに対する制裁の一部停止を発表した。これにより 6
カ月間は，アメリカ企業がミャンマーの制裁対象企業の物流施設を利用して貿易
することが認められることになった。従来，アメリカは制裁対象のミャンマー企
業が運営する港湾や空港をアメリカ企業が利用することを認めておらず，しかも，
ミャンマー最大の港湾施設がそれに該当していたため，両国貿易にとっての大き
な支障となっていた。この制裁緩和措置には，両国貿易を促進するだけでなく，
次期 NLD 政権の後押しをする目的もあるという。

2016年の課題
　2016年 3 月末をもってテインセイン政権の任期が満了となり，NLD 政権が発
足する。現行憲法下ではスーチー氏は正副大統領になる資格がない。選挙前から

「自分が大統領の上に立ち」「政権を運営する」と公言していたスーチー氏の地位
を含め，要職の人事が注目される。どのような顔ぶれになるにせよ，新政権はテ
インセイン政権の積み残した課題に取り組んでいかねばならない。
　スーチー氏の訴えてきた憲法改正を強硬に主張すれば，国軍との対立は避けら
れない。他方で全国停戦や政治対話のプロセスでは，連邦制や地方分権化などに
ついて国家体制の見直しが必ず議題に上るだろう。現実的かつ長期的視点に立っ
た粘り強い対話が必要となる。
　経済では，天然ガス輸出に頼らない多角的な輸出力を涵養しながら，金融・財
政の緊縮によって貿易収支を是正してゆくことが課題となる。政策に実効性をも
たせるための行政能力やインフラの充実も重要である。
　対外関係では，基本的にテインセイン政権のバランス外交を継受することとな
るであろう。アメリカと中国の両大国と経済関係を強化・拡大しながら，政治的
にバランスを維持してゆくことが求められる。 （地域研究センター）
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1 月 5 日 ▼チャールズ・マウン・ボー大司教，
ミャンマー初のカトリック枢機卿に。
7 日 ▼国連の李亮喜人権状況特別報告者，

来訪（～₁₆日）。
12日 ▼改憲に関する第 ₂回ハイレベル会合，
開催。出席者₄₈人。
14日 ▼ミャンマー・アメリカ第 ₂回人権対
話，開催（～₁₅日）。
17日 ▼国連のナンビアール事務総長特別顧

問，来訪。ヤカイン州訪問。
19日 ▼サイマウカン副大統領，インド親善
訪問（～₂₄日）。

▼高級官僚再教育コース，開設。

▼教育法に反対する学生₁₀₀人以上，マン
ダレーからヤンゴンへのデモ行進開始。
21日 ▼韓国の崔潤喜合同参謀本部議長，来

訪（～₂₃日）。韓国軍制服組トップの来訪は
₁₉₈₃年のラングーン事件以来初。
27日 ▼ アメリカのローズ国務次官補（軍備
管理・検証・順守担当），来訪。
29日 ▼ ニャントゥン副大統領，タイ訪問

（～₃₁日）。ダウェー経済特区開発に関するハ
イレベル委員会に出席。
30日 ▼ミャンマー・中国石油パイプライン

（チャウッピュー=昆明），試運転開始。
2 月 1 日 ▼ 教育法に関する ₄者会談（政府，
議会，教育改革全国ネットワーク，学生），
開催。
2 日 ▼シンガポールのゴー名誉上級相，来

訪（～ ₅日）。
3 日 ▼外務省，国連人権状況特別報告者の

報告内容に反論するプレスリリース発出。
9 日 ▼ミンアウンフライン国軍最高司令官，

マレーシア訪問（～₁₁日）。

▼コーカン自治区で国軍とミャンマー民族
民主同盟軍の武力衝突勃発。

11日 ▼政府，暫定身分証は ₃月末に失効す
ると布告。
13日 ▼アウンサン将軍生誕₁₀₀周年。
17日 ▼政府，コーカン自治区に緊急事態宣

言および軍政施行命令を発出。

▼フィンランドのトゥオミオヤ外相，来訪。
25日 ▼サイマウカン副大統領，タイ訪問。
3 月 1 日 ▼中国外交部の孔鉉佑アジア局長，
コーカン紛争への中国の関与否定。
2 日 ▼ テインセイン大統領とアウンサン

スーチー国民民主連盟（NLD）議長（以下，
スーチー氏），会談。
3 日 ▼ラオスのトンルン副首相，来訪。
5 日 ▼ヤンゴン市庁舎前で教育法改正を求

めるデモ。警察などによる暴力的鎮圧。
11日 ▼ベトナムのゾアン国家副主席，来訪。
12日 ▼テインセイン大統領，マレーシア訪

問（～₁₃日）。
13日 ▼コーカン紛争で，ミャンマー空軍機

の爆弾が雲南省内に着弾して中国人 ₅人死亡。
17日 ▼第 ₇ 回停戦協議開催（～₂₁日）。
18日 ▼商業省，外国企業に新車の輸入販売

を認める通達を発表。
25日 ▼財務省， ₄月 ₁日からの公務員給与

引き上げを発表。

▼ AP通信社，インドネシア東部のベンジ
ナ島で奴隷的状況に置かれたミャンマー人漁
業労働者の存在を告発。

▼テインセイン大統領，シンガポールで
リー元首相の葬儀参列。
30日 ▼ニャントゥン副大統領，ラオス・カ
ンボジア訪問（～ ₄月 ₃日）。

▼オランダのマキシマ王妃，来訪（～ ₄月
₂日）。
31日 ▼全国停戦協定の文案に合意。
4 月 1 日 ▼ワナマウンルィン外相，訪中（～ ₂

重要日誌 ミャンマー　2015年



459

ミャンマー

日）。大統領特使として前月の誤爆につき謝罪。
6 日 ▼ワナマウンルィン外相，訪韓（～ ₈日）。
10日 ▼政府，各省庁に事務次官職を復活。

▼大統領，国軍最高司令官，連邦議会議長，
上院議長，スーチー氏，民族代表議員による
₆者会議，開催。
21日 ▼テインセイン大統領，インドネシア
訪問（～₂₃日）。アジア・アフリカ首脳会議に
出席。バングラデシュ，中国と二者会談。
25日 ▼ シュエマン連邦議会議長，訪中（～
₂₉日）。
26日 ▼テインセイン大統領，マレーシア訪

問（～₂₈日）。第₂₆回 ASEAN首脳会議出席。
30日 ▼ シュエマン連邦議会議長，訪米（～
₆日）。
5 月 1 日 ▼ワ州統一軍，拠点のパンカン（パン
サン）で少数民族武装組織会議を開催（～ ₆日）。

▼タイ南部のソンクラー県でロヒンギャの
集団墓地発見との報道。
6 日 ▼ミンアウンフライン国軍最高司令官，

パキスタン，セルビア歴訪（～₁₂日）。
9 日 ▼ミャンマー・ラオス友好橋開通式。
11日 ▼憲法裁判所，暫定身分証保持者の投

票権を否定する判決。

▼中国の楊晶国務院秘書長，来訪（～₁₄日）。
14日 ▼ワナマウンルィン外相，モンゴル訪
問（～₁₇日）。

▼中国雲南省にミャンマー領内から発射さ
れた砲弾が着弾（～₁₅日）。
21日 ▼海軍，ヤカイン州沖で船舶 ₂隻から
₂₀₈人のバングラデシュ人を保護。

▼アメリカのブリンケン国務副長官，来訪
（～₂₂日）。
27日 ▼国連のナンビアール事務総長特別顧
問，来訪（～ ₆月 ₂日）。
28日 ▼ベトナムのミン副首相兼外相，来訪。
29日 ▼インド洋非正規移民に関する特別会

議，バンコクで開催。

▼₂₀₁₄年センサスの最終結果発表。
6 月 1 日 ▼ロシアのサリューコフ陸軍総司令
官，来訪（～ ₂日）。
2 日 ▼ 少数民族武装組織，カイン州ロー

キーラーで会議開催（～ ₉日）。

▼中国，国境付近で実弾軍事演習敢行。
4 日 ▼ニャントゥン副大統領，シンガポー

ル訪問。SEA Games開会式に出席。
10日 ▼スーチー氏，訪中（～₁₄日）。習近平

国家主席と会談。
15日 ▼タイのプリディヤトーン副首相，来訪。
16日 ▼ニャントゥン副大統領，ロシア訪問

（～₂₀日）。
17日 ▼インドのドバル国家安全保障顧問，

来訪。
18日 ▼ 第 ₂ 回ミャンマーEU人権対話，
ネーピードーで開催。
22日 ▼第 ₇ 回カンボジア・ラオス・ミャン

マー・ベトナム（CLMV）首脳会議，第 ₆回
エーヤーワディ・チャオプラヤ・メコン経済
協力戦略会議（ACMECS）首脳会議，ネーピー
ドーで開催（～₂₃日）。
25日 ▼連邦議会，憲法改正案投票。 ₆項目
中， ₁項目のみの改正を承認。
28日 ▼テインセイン大統領，モンゴル訪問

（～₃₀日）。
30日 ▼ヤンゴンにケンタッキー・フライド
チキン ₁号店，開店。

▼シンガポールのテオ副首相，来訪（～ ₇
月 ₁日）。
7 月 1 日 ▼新 ₁ 万チャ

ット紙幣の導入。
2 日 ▼テインセイン大統領，訪日（～ ₆日）。

日メコン首脳会議に出席。
3 日 ▼国連人権理事会，ミャンマーの人権

問題（ロヒンギャの保護）に関する決議を採択。

▼ウィンシェイン財務相，訪中。アジアイ
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ンフラ投資銀行（AIIB）協定署名式に出席。
8 日 ▼選管，選挙日を₁₁月 ₈ 日と公示。

▼ワナマウンルィン外相，オランダの化学
兵器禁止機関を訪問し，化学兵器禁止条約の
批准書を寄託。 ₁カ月後の ₈月 ₈日より発効。
15日 ▼第 ₁ 回ミャンマー・インド合同協議

委員会，ニューデリーで開催（～₁₇日）。両国
外相が議長。
22日 ▼連邦議会，憲法改正にかかわる国民
投票実施を総選挙後に延期。

▼ラオスのブンニャン副大統領，来訪。

▼第 ₈ 回公式停戦協議（～₂₄日）。高級調整
代表団との初公式会合。
26日 ▼ミンアウンフライン国軍最高司令官，

インド訪問（～ ₈月 ₁日）。
27日 ▼商業省，輸入ライセンス取得が必要
な₄₄₀₅品目をネガティブリスト形式で発表。
28日 ▼第 ₈ 回ミャンマー・タイ二国間協力

のための合同会議，チェンマイで開催。両国
外相が共同議長。
29日 ▼俳優で社会活動家のチョートゥー氏，
マグサイサイ賞受賞。

▼タイのチェンマイに総領事館，開設。

▼アンジェリーナ・ジョリー国連親善大使，
来訪（～ ₈月 ₁日）。
30日 ▼囚人₆₉₆₆人に恩赦。
31日 ▼政府，ミャンマー西部で洪水被害が
深刻と発表。
8 月 2 日 ▼国連の李亮喜人権状況特別報告者，
来訪（～ ₇日）。
3 日 ▼ワナマウンルィン外相，マレーシア

訪問（～ ₆日）。ASEAN外相会議出席。
4 日 ▼タイのプリディヤトーン副首相，来

訪（～ ₅日）。ダウェー経済特区関連会議へ出席。
6 日 ▼第 ₉ 回公式停戦協議（～ ₇日）。
11日 ▼タイとの間でのビザなし訪問互恵協
定，発効。

▼出馬予定者軍籍離脱に伴う国軍人事異動。
12日 ▼テインセイン大統領，内閣改造。

▼連邦団結発展党，深夜から翌日にかけて
内紛で執行部交替。シュエマン党首代行解任。
14日 ▼総選挙候補者名簿の提出締め切り。
17日 ▼ソーウィン国軍副司令官，ラオス，

日本，タイ歴訪（～₂₇日）。
19日 ▼ワナマウンルィン外相，コスタリカ

で第 ₇回東アジア・ラテンアメリカ協力
フォーラムに出席（～₂₁日）。
27日 ▼ミンアウンフライン国軍最高司令官，

タイ訪問（～₂₉日）。
9 月 1 日 ▼日額₃₆₀₀チャットの最低賃金額，発効。
2 日 ▼テインセイン大統領，訪中（～ ₄日）。

世界反ファシズム戦争勝利₇₀周年記念式典に
出席。常振明中国中信集団公司（CITIC）董事
長と会談。
3 日 ▼ アメリカのラッセル国務次官補（東

アジア・太平洋担当），来訪（～ ₅日）。
6 日 ▼ミンアウンフライン国軍最高司令官，

イスラエル訪問（～ ₉日）。
8 日 ▼各政党，選挙キャンペーン開始。
9 日 ▼少数民族武装組織代表団，大統領お

よび国軍最高司令官と会談。
14日 ▼ 民族宗教保護協会，「民族保護法」
₄法の制定祝賀式典開催。

▼総選挙投票者名簿の掲示開始。
17日 ▼ サイマウカン副大統領，訪中（～₁₉

日）。南寧で中国・ASEAN博覧会出席。
20日 ▼ 日本の麻生副首相兼財務相，来訪

（～₂₃日）。

▼ソーウィン国軍副司令官，訪中（～₂₅日）。
21日 ▼ミンアウンフライン国軍最高司令官，

自由で公正な選挙にすると発言。
23日 ▼ティラワ経済特区，開業。
24日 ▼ ワナマウンルィン外相，訪米（～₁₀

月 ₂ 日）。国連総会，ASEAN外相非公式会
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議など出席。アメリカ外相などと二者会談。
28日 ▼ロシアのフォミン・ミャンマー・ロ

シア軍事技術協力共同会議議長（ロシア連邦
軍事技術協力庁長官），来訪。
10月 3 日 ▼タイのシリントン王女，来訪。
6 日 ▼国軍，シャン州進歩党／シャン州軍

-北（SSPP/SSA-N）を大規模攻撃。

▼ EUとの貿易発展プログラム，開始。
12日 ▼選管，シャン州 ₅郡などでの選挙中

止を発表。

▼政府，全国停戦協定に署名予定の ₈少数
民族武装組織を合法化（～₁₃日）。
15日 ▼全国停戦協定の署名。直後に第 ₁回

停戦協定実現調整会議，開催（～₁₇日）。
18日 ▼ アメリカのローズ大統領副補佐官

（国家安全保障担当），来訪（～₂₀日）。
27日 ▼選管，シャン州 ₂郡などでの選挙中
止を追加。
11月 1 日 ▼ワ州統一軍，パンカンに全国停戦
協定非署名₁₁組織を招待して会議を開催。
5 日 ▼スーチー氏，「大統領の上」発言。
8 日 ▼総選挙投票日。
11日 ▼ワナマウンルィン外相，訪中（～₁₃日）。

雲南省景洪で第 ₁回メコン河・瀾滄江協力外
相会議出席。中国，タイ外相と二者会談。

▼商業省，外資合弁企業の貿易取引を肥料，
種，殺虫剤，医療機器の ₄品目に限り解禁。

▼アメリカのオバマ大統領，電話でテイン
セイン大統領とスーチー氏に選挙成功の祝辞。
17日 ▼コーカン自治区での軍政解除。
19日 ▼スーチー氏，シュエマン連邦議会議
長と会談。
20日 ▼テインセイン大統領，マレーシア訪
問（～₂₃日）。ASEAN関連首脳会議に出席。
ロシア首相，国連事務総長と二者会談。
21日 ▼カチン州パーカンのヒスイ（翡翠）鉱
山で地滑り。死者₁₀₀人超。

22日 ▼ソーウィン国軍副司令官，タイ訪問
（～₂₆日）。
24日 ▼ アメリカのラッセル国務次官補（東

アジア・太平洋担当），来訪。
27日 ▼国連のナンビアール事務総長特別顧
問，来訪。
12月 2 日 ▼大統領府，競争法の効力発生時期
を₂₀₁₇年 ₂ 月₁₄日からと発表。

▼スーチー氏，テインセイン大統領および
ミンアウンフライン国軍最高司令官と会談。
円滑かつ平和的な政権交替について協力合意。
3 日 ▼第 ₂ 回インド洋非正規移民に関する

特別会議，バンコクで開催（～ ₄日）。
▼中国の劉振民外交部副部長，来訪（～ ₅

日）。中国政府特使として選挙成功の祝辞。
4 日 ▼スーチー氏，前軍事政権トップのタ

ンシュエ元上級大将と会談。
7 日 ▼アメリカ財務省，ミャンマーへの経

済制裁を一部緩和。
8 日 ▼連邦議会，全国停戦協定を承認。
9 日 ▼ヤンゴン証券取引所，開業。

▼政府，第 ₄の携帯電話事業免許入札の関
心表明受け付け開始。
13日 ▼ ニャントゥン副大統領，タイ訪問

（～₁₅日）。ダウェー経済特区関連会議に出席。
14日 ▼中銀，第 ₂弾の外国銀行営業免許の
申請受け付け開始。
16日 ▼政治対話枠組み，大統領に提出。
23日 ▼ CITICの常振明董事長，来訪。
24日 ▼タイの裁判所，タオ島イギリス人男
女殺害事件で起訴されていたミャンマー人 ₂
人に死刑判決。
28日 ▼エチオピアと国交樹立。
29日 ▼連邦議会，チャウッピュー経済特区

建設を承認。
30日 ▼ CITIC主導の ₂つの企業連合，チャ

ウッピュー深海港・経済特区建設事業落札。



462
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　 1 　国家機構図（2015年12月末現在）

　 2 　2015年に制定された主な法律

制定日 法律 制定日 法律
2 月10日 ミャンマー連邦共和国憲法（2008

年）改正法案承認のための国民投
票法

6 月25日 ミャンマー連邦共和国憲法（2008
年）改正法案承認のための国民投
票法改正法

2 月24日 土着諸民族権利保護法 国民教育法改正法
競争法 7 月22日 古物保存法

4 月 2 日 2015年度連邦租税法 ミャンマー連邦共和国憲法改正法
4 月 9 日 2015年度国家計画法 7 月28日 改宗法

2015年度連邦予算法 8 月26日 ミャンマー仏教徒女性特別婚姻法
中小企業振興法 遺跡保存法

5 月19日 人口抑制健康管理法 8 月31日 一夫一婦制法
6 月 5 日 障がい者権利法 12月22日 外国投資法改正法
6 月17日 人民代表院選挙法第 2 次改正法 内国投資法改正法

民族代表院選挙法第 2 次改正法
管区域・州議会選挙法第 2 次改正
法

（出所）　人民代表院ウェブサイト，各種報道。
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　 3 　連邦政府閣僚
 （2015年12月31日時点）

№ 役職名 名前 前職
大統領 Thein Sein 留任
副大統領 Nyan Tun 留任
副大統領 Sai Mauk Kham 留任

1 国防相 Sein Win 陸軍防空局長（ 8 月24日）

2 内務相
兼入国管理・人口相 Ko Ko 留任

入国管理・人口相兼任（ 8 月14日）
3 国境相 Kyaw Swe 陸軍参謀長兼第 5 特別作戦室長（ 8 月24日）
4 外務相 Wunna Maung Lwin 留任
5 情報相 Ye Htut 留任
6 文化相 Aye Myint Kyu 留任
7 農業灌漑相 Myint Hlaing 留任
8 環境保全・林業相 Win Tun 留任
9 財務相 Win Shein 留任
10 建設相 Kyaw Lwin 留任
11 国家計画・経済発展相 Kan Zaw 留任
12 畜水産・農村開発相 Ohn Myint 留任
13 商業相 Win Myint 留任
14 労働・雇用・社会保障相 Aye Myint 留任
15 社会福祉・救済・復興相 Myat Myat Ohn Khin 留任
16 鉱業相 Myint Aung 留任
17 協同組合相 Kyaw Hsan 留任

18 運輸相
兼鉄道運輸相 Nyan Tun Aung 留任

鉄道運輸相兼任（ 8 月14日）
19 ホテル・観光相 Htay Aung 留任
20 スポーツ相 Tint Hsan 留任
21 工業相 Maung Myint 留任

22 エネルギー相
兼通信・情報技術相 Zeyar Aung 留任

通信・情報技術相兼任（ 8 月14日）
23 電力相 Khin Maung Soe 留任

24 教育相
兼科学技術相 Khin San Yi 留任

科学技術相兼任（12月18日）
25 保健相 Than Aung 留任
26 宗教相 Soe Win 留任
27 大統領府相 Thein Nyunt 留任
28 大統領府相 Soe Maung 留任
29 大統領府相 Soe Thein 留任
30 大統領府相 Aung Min 留任
31 大統領府相 Hla Tun 留任
（注） 　前職は2015年中に異動があった場合のみ記載。カッコ内は現職への就任日。
（出所）　各種報道などより作成。 



464
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　 1　基礎統計
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

人 口（100万人） 59.78 60.4 61.0 61.6 51.49 51.49
籾 米 生 産 高（100万トン） 32.07 - - - - -
消 費 者 物 価 指 数（2006＝100） 158.93 163.32 167.94 177.53 188.02 199.99
公定為替レート（ 1ドル＝チャット） 5.545 5.399 851.58 966.75 997.83 1128.50
（注）　人口は，2013/14年度以前は政府推定値，2014/15年度以降は2014年センサスの値。為替レートは，
2012年 4 月の管理変動相場制導入により，大幅に見直された。2015/16年度の消費者物価指数および
為替レートは，2015年 4 月～ 7月の平均値。

（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Selected Monthly Economic Indicators, August 
2015; Ministry of Immigration and Population, The 2014 Myanmar Population and Housing Census, 2015; 
Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2015.

　 2 　産業別国内総生産（実質） （単位：100万チャット）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

1 ．財 生 産 計 13,002,137 26,166,775 27,340,446 29,310,191 31,535,354
農 業 6,288,311

14,562,114 14,807,052 15,346,115 15,845,668畜 産 ・ 漁 業 1,556,089
林 業 79,336
エ ネ ル ギ ー 53,485 443,981 484,041 551,844 632,724鉱 業 23,165
製 造 業 120,248 401,217 374,075 472,453 701,739
電 力 3,938,849 8,754,616 9,483,383 10,388,880 11,399,273
建 設 942,655 2,004,847 2,191,895 2,550,899 2,955,950

2 ．サ ー ビ ス 計 3,429,165 7,493,018 9,028,826 10,351,795 11,906,685
運 輸 2,597,659 5,574,435 6,800,344 7,787,622 9,040,549通 信 281,909
金 融 31,643 77,956 110,139 147,614 175,238
社 会 ・ 行 政 154,949 989,006 1,129,436 1,271,001 1,421,442
そ の 他 サ ー ビ ス 363,005 851,621 988,907 1,145,558 1,269,456

3 ．商 業 計 4,460,023 8,341,083 8,711,390 9,217,928 9,690,304
国内総生産（ 1 ＋ 2 ＋ 3） 20,891,324 42,000,876 45,080,662 48,879,914 53,132,343
1 人当たり国内総生産（チャット） 349,470 837,522 889,744 954,984 1,031,696
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 10.2 5.6 7.3 8.4 8.7
（注）　2010/11年度以前は，2005/06年度生産者価格に基づく。2011/12年度と2012/13年度は，2010/11年
度生産者価格に基づき，1000万の位で四捨五入した概数。2011/12年度の GDPの大幅増加は基準年の
変更と変動相場制導入によるものであり，同年度 GDP成長率は ADBの算出値。

（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Asian Development Bank, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, 2015.
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　 3　国家財政 （単位：100万チャット）
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

中 央 政 府 歳 入 5,693,020 6,821,651 11,783,465 14,168,700 18,935,961
経 常 収 入 5,306,925 6,483,020 11,487,637 13,711,200 18,283,662
税 収 1,281,860 1,719,672 1,946,076 3,642,000 6,007,475
税 外 収 入 4,025,064 4,763,348 9,541,561 10,069,200 12,276,187
資 本 収 入 353,436 338,408 270,349 259,400 347,155
金 融 収 入 29,534 … … … …
外 国 援 助 3,125 223 25,479 198,100 305,144
中 央 政 府 歳 出 7,506,501 8,581,540 14,172,999 17,275,300 21,601,357
経 常 支 出 4,302,051 5,560,870 8,763,993 11,841,900 15,140,914
資 本 支 出 3,203,230 3,020,670 5,409,006 5,433,400 6,460,443
金 融 支 出 1,219 … … … …
中 央 政 府 収 支 -1,813,481 -1,759,889 -2,389,534 -3,106,600 -2,665,396
財 政 収 支 計 -1,813,560 -1,748,002 -1,664,946 -2,886,200 -2,551,811
（注）　… データなし。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2011; Asian Development Bank, Key Indicators 

for Asia and the Pacific, 2015.

　 4　国際収支 （単位：100万ドル） 
2009 2010 2011 2012 2013 2014

経 常 収 支 1,093.1 1,963.1 -1,600.6 -1,204.5 -779.4 -1,624.0
貿 易 収 支 2,646.7 3,553.0 236.2 793.0 -57.0 -2,617.7
輸 出 6,259.8 7,846.6 8,262.9 8,934.9 10,062.7 10,144.0
輸 入 -3,613.1 -4,293.6 -8,026.7 -8,141.9 -10,119.7 -12,761.7
サ ー ビ ス 収 支 -1,866.6 -1,821.5 -2,235.3 -2,550.3 -1,866.8 -1,512.0
受 取 426.6 701.8 907.5 1,397.1 2,131.4 3,475.0
支 払 -2,293.2 -2,523.3 -3,142.8 -3,947.4 -3,998.2 -4,987.0
経 常 移 転 収 支 313.0 231.6 398.5 552.8 1,144.4 2,505.7
受 取 377.0 340.3 503.5 667.2 1,560.0 3,279.0
支 払 -64.0 -108.7 -105.0 -114.4 -415.6 -773.3

資 本 収 支 … … … … … …
投 資 収 支 … … … … … …
直 接 投 資 1,076.7 1,491.8 2,539.0 1,342.0 2,244.2 1,398.0
証 券 投 資 … … … … … …
そ の 他 投 資 … 360.7 453.7 986.1 687.7 165.7

誤 差 脱 漏 … … … … … …
総 合 収 支 … … … … … …
（注）　… データなし。
（出所）　Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2015.
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　 5　国別貿易
①輸出 （単位：100万ドル）

2010 2011 2012 2013 2014 20151）
輸 出 総 額 6,451.5 8,330.2 8,265.3 10,398.0 22,460.1 9,004.2

主
要
国

中 国 873.6 1,524.9 1,181.2 2,554.2 14,162.0 2,851.1
タ イ 2,590.3 3,172.6 3,362.6 3,655.4 3,560.9 2,594.3
イ ン ド 1,019.1 1,143.4 1,227.2 1,247.9 1,273.7 815.6
日 本 353.4 538.7 612.3 688.0 779.6 566.2
韓 国 145.4 271.5 319.2 443.4 527.2 334.5

②輸入 （単位：100万ドル）
2010 2011 2012 2013 2014 20151）

輸 入 総 額 9,944.6 13,693.8 17,035.5 20,433.4 24,316.2 17,526.7

主
要
国

中 国 3,828.8 5,307.5 6,242.5 8,084.0 10,312.4 7,379.6
タ イ 2,280.2 3,095.6 3,419.2 4,103.5 4,614.9 3,328.7
シ ン ガ ポ ー ル 1,271.9 1,333.6 1,474.6 2,472.6 2,637.9 1,932.6
日 本 290.5 557.7 1,384.4 1,161.5 1,303.4 893.1
マ レ ー シ ア 402.1 615.6 774.1 784.7 886.3 630.7

（注）　 1）2015年の数値は， 1月から 9月までの合計値。
（出所）　IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 2015.

　 6　品目別貿易
①輸出 （単位：100万ドル）

2009/101） 2010/111） 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/162）
天 然 ガ ス 2,926.7 2,522.5 3,502.5 3,666.1 3,299.2 5,178.6 1,638.0
豆 類 929.9 799.8 986.1 961.7 896.3 1,139.9 538.1
縫 製 品 283.1 379.1 497.5 695.4 884.7 1,023.4 193.7

米 254.2 198.1 267.2 544.1 460.1 651.9 222.3
ヒ ス イ 939.3 2,017.3 34.2 297.9 1,011.6 1,018.0 163.3
ト ウ モ ロ コ シ 2.1 11.2 46.6 200.1 285.8 392.8 90.1
魚 類 193.9 210.2 349.4 442.2 311.0 249.7 84.0
ゴ ム 75.0 153.5 130.4 217.8 197.5 113.0 50.0
ゴ マ 34.2 45.4 57.9 278.3 340.6 182.0 27.5
チ ー ク 215.8 307.0 309.6 359.2 667.9 36.6 24.6
堅 木 277.7 286.9 295.0 220.3 232.3 7.4 6.0
そ の 他 1,455.0 1,930.0 2,659.2 1,093.9 2,617.0 2,530.4 624.8
輸 出 総 額 7,586.9 8,861.0 9,135.6 8,977.0 11,204.0 12,523.7 3,662.4
②輸入� （単位：100万ドル）

2009/101） 2010/111） 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/162）
一 般 ・ 輸 送 機 械 899.7 1,201.2 1,823.7 2,645.5 4,145.4 4,944.6 1,351.9
石 油 製 品 673.5 1,390.7 1,926.9 1,591.6 2,300.3 2,447.5 717.8
卑 金 属 ・ 同 製 品 365.3 552.9 946.9 1,025.3 1,542.8 1,931.6 621.6
電 気 機 械 ・ 器 具 179.1 347.8 465.8 488.7 708.2 1,037.8 401.7
食 用 植 物 油 178.9 202.4 394.6 304.0 514.5 561.5 215.4
プ ラ ス チ ッ ク 157.5 247.3 312.0 350.7 467.8 515.5 170.8
セ メ ン ト 57.3 140.4 150.0 157.5 204.2 301.4 110.2
医 薬 品 146.2 180.9 217.9 272.9 253.0 300.2 98.6
合 繊 織 物 143.0 207.5 254.0 308.8 405.9 342.9 82.6
肥 料 11.0 14.9 20.2 167.9 231.1 258.5 67.5
そ の 他 1,374.5 1,918.1 2,523.1 1,756.0 2,986.3 3,991.7 1,803.8
輸 入 総 額 4,181.4 6,412.7 9,035.1 9,068.9 13,759.5 16,633.2 5,641.8
（注）　国境貿易を含む。1）各項目の合計と総額に誤差あり。2）2015/16年度は 4月から 7月までの数値。
（出所）　Central Statistical Organization, Selected Monthly Economic Indicators, December 2012; August 2015.
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